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第６章 計画の推進 

１ 市における推進体制 

副市長を会長、教育長を副会長とし、庁内関係部長により構成される男女共同参画推進会議を中

心として、施策の具体的事項を調査するワーキンググループ員との連携を図りながら、市のあらゆ

る施策に男女共同参画の視点が反映できるように努めます。 

 

２ 国、県との連携 

国や県との連携を深め、国や県が実施する施策の活用等を推進します。 

 

３ 企業や各種団体等との連携 

男女共同参画社会づくりに向け、企業や男女共同参画を推進する団体と協働を図り、女性の活躍

推進に向けた施策を進めます。 

 

４ 計画の効果検証と継続的な改善（ＰＤＣＡサイクル） 

本計画では、目標達成に向けた実効性を高めるため、「荒尾市男女共同参画審議会」を中心とし

たＰＤＣＡサイクルを確立し、毎年度計画の成果検証を行うことで、継続的な改善を図ることとし

ます。 

 

 

 


